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令和 7 年度 
 

伐採を促進するための契約合意支援事業に係る 

相続等登記費用支援補助金及び同奨励金 
 

募集要項 

 

【奨励金編】 

 

 

募集開始日：令和 7 年１０月１５日 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先

　東京都　産業労働局　森林事務所
　　森林産業課（相続等登記補助事業担当者）

　　電話：０４２８－７８－３００7
　　(受付時間：午前９時から午前11時45分まで
　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで〔土日祝祭日を除く〕）

詳細は、森林事務所ホームページからもご確認いただけます。
https://forestry-office.metro.tokyo.lg.jp/about/zou/bassaihojo/index.html
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１ 事業の概要 

森林の積極的な利活用を進めていく上では、森林の所有者が明確であることなどが重要となります。

「伐採を促進するための契約合意支援に係る相続等登記奨励金」事業(以下「本奨励金事業」といいま

す。)は、利活用期を迎えた都内森林の伐採を促進し、林業を産業として後押ししていくために、対象

となる地域の森林を相続又は遺言により所有する方が、都の補助事業（伐採を促進するための契約合

意支援事業に係る相続等登記費用支援事業）を活用して、所有権移転登記を行った場合に、奨励金（※）

を支払う制度です。 

 なお、補助事業等終了後は、事業の趣旨に鑑み、対象森林における森林循環の促進に向けて、自治体

等が実施する境界明確化等の取組に、積極的にご協力いただけますようお願いいたします。 

（※）一部、奨励金の対象とならない場合があります。 

 

２ 本奨励金事業の趣旨・申請方法等 

(1) 趣旨 

相続等登記を早期に完了し、現在の所有者を登記上の名義人と一致させることは、森林の利活用を 

促進し、森林循環の継続を確保する上で、非常に重要です。 

都では、所有する森林の積極的な利活用に向けて、相続等登記の完了だけでなく、自治体等が実施 

する境界明確化等の取組に積極的に協力する意思を有する補助事業者を対象に、奨励金を支給する

仕組みを通じて、この取組を後押しします。 

 

(2) 金額・計算方法等 

〔金額等〕 上限 20 万円（千円未満切捨て） 

〔計算式〕 補助事業に係る補助金の確定額 × 20% ＝ 相続等登記奨励金の額（千円未満切捨て） 

（例）補助金の確定額が、40万円の場合 ・・・ 40 万円 × 20％ ＝ ８万円 

 ※ この金額は補助金の確定額(上限100万円)とは別枠(上限20万円)で支払われます。 

 

(3) 対象者 

1) 相続等登記費用支援補助事業を完了した者。(奨励金の対象とならない事業の場合を除く｡) 

2) 上記 1)に加え、所有する森林の積極的な利活用に向けて、相続等登記の完了だけでなく、

自治体等が実施する境界明確化等の取組に積極的に協力する意思がある者。 

なお、上記に該当する場合、募集要項（補助金編）４ページに記載の「４ 補助対象事業」にお

ける(1)相続等登記の実施に向けた調査等と(2)相続等登記のために作成された遺産分割協議書、

相続登記等を別々に行ったとき、原則として、それぞれの段階が完了した時点において、奨励金

の支給を受けることができます。 

 

(4) 奨励金の対象とならない事業の例 

・ 補助事業者が、奨励金を希望しない、又は所定の方法による申請がなかった場合 

・ 補助事業者又は補助事業の対象となる森林について､森林法(昭和 26 年法律第 249 号)に 

基づく「森林経営計画」（属人計画・属地計画（林班計画・区域計画）のいずれであるか、 
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森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が作成したものであるかを問わない）による 

認定が行われている場合 

・ 補助事業の実施において、知事から「遂行命令」を受けた場合 

・ その他、知事が奨励金の対象とすることが不適切であると判断する場合 

 

3 標準的な手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 奨励金申請に必要な手続き 

本奨励金の支給を希望する場合は、以下により手続きを行ってください。 

（ア） 補助金事業の交付申請時（本募集要項に記載されている手続きの時点） 

（書式）「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記奨励金事前意向調査票」   

申 請 者 東 京 都 

交付申請書提出 
交付申請書の内容確認 

(不備がない場合) 受理 

審査 

yaku 

交付決定手続き 
事業着手 

(専門家との契約等) 

事業の完了 

（専門家への支払い等を含む） 

補助金の額の確定 

奨励金の支給決定 

実績報告書の内容確認 

(不備がない場合) 受理 

請求書類受付 

支出手続 

内容確認 

補助金及び奨励金 

請求手続 

補助金額･奨励金入金 

補助金額確定通知 

奨励金支給決定通知 

 

 

実績報告書の提出 

交付決定通知 

支払 

事業実施の検討、専門家

からの見積取得など 

(交付申請に向けた準備) 

交付申請 

審査 

この点線より下

に記載された 

事務の詳細は交

付決定通知書の

送付時､改めて

ご案内します 

 

交 付 決 定 ま で

は、受理後４週

間程度を要しま

す。書類に不備

がある場合は、

受理できません 

この場合、修正

をお願いするこ

ととなります 

終了後 30 日以内 

請求 

速やかに提出 
審査 

口座情報払(振込) 

｢奨励金に関する事前意

向調査票｣を提出 

｢奨励金｣申請書を提出 

(支給を希望する場合のみ) 
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に所定事項を記載の上、提出してください。 

（イ） 補助金事業の実績報告時 

奨励金の対象となる補助事業を完了した方は、補助金事業の実績報告時に、「伐採を促進す 

るための契約合意支援事業に係る相続等登記奨励金申請書」(様式第 11 号)等を提出する 

ことで、奨励金を申請できます。 

      ※ （イ）の手続きの詳細は、交付決定時に送付する手引きを参照してください。 

 

5 奨励金申請に当たっての注意事項 

  補助事業者又は補助事業の対象となる森林について､森林法(昭和 26年法律第 49 号)に基づく「森 

林経営計画」（※）による認定が行われている場合、奨励金の支給を受けることができません。 

 また、上記３（ア）・（イ）の手続きを、指定されたときに行う必要がありますので、奨励金の支給

を申請しようとする方は、注意してください。 

（※）属人計画・属地計画（林班計画・区域計画）のいずれであるか、森林所有者又は森林の 

経営の委託を受けた者が作成したものであるかを問いません。 

 

6 交付決定の取消し、補助金の返還等 

本事業において、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助金と同様に奨励金についても支給

の決定の全部又は一部を取り消すとともに、不正の内容、補助事業者名、関係者名等の公表を行う場合

があります。 

また補助金が交付、奨励金が支給されている場合、その返還を求めるとともに、違約加算金や延滞金

を請求する場合があります。 

（1） 交付若しくは支給決定、又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

（2） 偽り、隠匿その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき 

（3） 補助金を他の用途に使用したとき 

（4） 条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき 

（5） 本事業の補助事業者に該当しない事実が判明したとき 

（6） 補助金等の交付若しくは支給決定の内容、これに付した条件又は、同決定に基づく命令その他

法令に違反したとき 

（7） その他、知事が補助事業として不適切と判断したとき 

 

7 個人情報の取扱いについて  

都が、本事業を通じて取得した個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 57号）」及び関連する法令諸規則に基づき適切に取り扱います。 

 

8 その他  

本補助事業は、東京都補助金等交付規則（昭和 37年東京都規則第 141 号）及び伐採を促進するため

の契約合意支援事業に係る相続等登記費用支援補助金及び同奨励金交付要綱（令和７年 10 月 15 日付

７産労農森第 567 号）に定めるところにより実施します。 
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9 よくあるご質問とご回答の例 

問 本事業に係る奨励金の支給を希望する場合、どのように手続きすればよいですか。 

答 本補助事業に係る申請書を提出する際に、(書式) 「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相

続等登記奨励金事前意向調査票」を提出してください。 

（奨励金を希望しない場合も、提出が必要です。） 

  また、奨励金の正式な申請手続きは、本補助事業に係る実績報告時に行う必要があります。提出書類

は、「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記奨励金申請書」（様式第 18 号）等とな

りますが、手続きの詳細は、交付決定時に送付される手引きを参照していただくこととなります。 


